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表 2-2 被災自治体の避難の経緯（国会事故調，2012） 
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５．被災自治体及び受入自治体の具体的な業務～浪江町及び二本松市における対応～ 

広域避難を余儀なくされた浪江町、並びに避難者を受け入れた二本松市における福島第一原発事故に

対する対応について、①地震発生から二本松市に避難するまでの対応（３月 15日頃までの動き）、②二

本松市での１次避難所の運営等に関する対応（３月 15日頃から１カ月後までの動き）、③２次避難所の

対応以降（１カ月後以降）、の３つのフェーズにわけて、ヒアリング調査結果を以下にまとめる。 

なお、浪江町における東日本大震災での被害状況並びに平成 25年８月 14 日時点における状況につい

ては、【参考】のとおりである。 

 

５－１．地震発生から二本松市に避難するまでの対応（３月 15日頃までの動き） 

（１）浪江町 

① 地震発生初期の対応 

地震発生後は、津波警報が発令されたことにより、住民の避難誘導を行うとともに、インフラ施設の

被害調査を行った。避難誘導の担当は、間一髪で津波から逃れる状況であった。なお、浪江町職員につ

いては、職務中の死者はいなかったが、休暇中で亡くなった方が１名いた。津波が襲来した当初は、海

岸近くの体育館や高台の避難所に住民を避難させて、被災者支援の対応を行っている。 
 
② 津島支所への避難 
３月 12日５時 44分の福島第一原発から半径 10km圏内の避難指示をテレビ報道で確認した後、同日

朝に行われた災害対策本部会議において、津島支所への避難を決定し、３月 12日の 13時から夕方まで

に、災害対策本部の移転を行っている。 

住民に対する周知は、防災行政無線のみであった。電話等の通信が使えなかったことから、消防団員

や民生委員、行政区長に対して、地域住民への避難誘導を依頼することもできなかった。また、福島第

一原発の爆発の危険性が迫っていたので、町職員が避難誘導のために地域をまわることもできなかった。

そのため、かなりの町民が、役場周辺地域に残っていたものと推測される。 

なお、津島支所までの移動手段がない住民については、一先ず役場に来てもらい、バスで移動しても

らった。通常であれば 30分程度で着くところを、大渋滞のために３時間程度の時間を要した。 

 

写真 2-1 津島地区への避難状況 
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